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安
定
し
た
国
保
制
度
の
た
め

国
保
税
率
を
改
正
し
ま
す

変更の手続きも忘れずに

５月は軽自動車税の納付月
来年の導入を目指します

地域の力で前橋ナンバーを実現

本
市
で
は
本
年
度
、国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の
税
率
を
改
正
し
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、
制
度
を
安
定
さ
せ
、
今
後
も
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
で
き
る
だ
け
国
保

税
の
負
担
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に
引
き
上
げ
幅
を
抑
え
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の

ご
理
解
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
増
大
す
る
医
療
費

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職

場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

な
い
74
歳
以
下
の
人
が
加
入
す
る
健

康
保
険
。
加
入
者
が
国
保
税
を
負
担

す
る
こ
と
で
、
病
気
や
け
が
を
し
た

と
き
に
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
制
度
で
す
。

し
か
し
、
高
齢
化
や
医
療
技
術
の

高
度
化
で
医
療
費
が
増
加
。
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
や
介
護
保
険
へ
の
支
出
も
毎
年

増
え
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
経
済
の

低
迷
な
ど
で
国
保
税
収
入
が
落
ち
込

み
、
財
政
運
営
が
非
常
に
厳
し
く
な

っ
て
い
ま
す（
９
㌻
図
１
）。

■
税
率
改
正
と
負
担
緩
和

こ
れ
ま
で
収
入
不
足
分
は
、
基
金

の
取
り
崩
し
な
ど
で
や
り
く
り
し
て

き
ま
し
た
（
９
㌻
図
２
）。
し
か
し
、

平
成
23
年
度
末
に
基
金
が
底
を
尽
き

ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
収
入
よ
り

支
出
が
多
い
状
況
が
続
き
、
安
定
的

に
国
保
の
運
営
を
行
う
こ
と
が
困
難

に
。
そ
こ
で
10
年
ぶ
り
に
国
保
税
率

を
改
正
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
で
は
、
一
般
会
計
か

ら
繰
り
入
れ
る
額
を
で
き
る
だ
け
多

く
し
、
昨
年
度
の
赤
字
分
の
穴
埋
め

や
、
本
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
や

介
護
保
険
へ
の
支
出
に
充
て
ま
す
。

そ
の
こ
と
で
、
国
保
税
の
引
き
上
げ

幅
を
極
力
抑
え
ま
し
た
（
９
㌻
表
の

と
お
り
）。
こ
の
結
果
、
改
正
後
の

本
市
の
国
保
税
率
は
、
他
の
県
内
11

市
や
中
核
市
と
比
較
し
て
、
平
均
的

な
水
準
に
抑
え
ら
れ
る
見
込
み
で
す
。

■
国
保
の
健
全
運
営
に
は
皆
さ
ん
の

協
力
が
必
要
で
す

①
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
を

低
価
格
で
新
薬
と
同
等
の
効
果
が

あ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
後
発
）
医
薬

品
に
切
り
替
え
る
と
医
療
費
の
節
約

に
つ
な
が
り
ま
す
。「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」
を
医
師
や

薬
剤
師
に
提
示
し
、
積
極
的
に
活
用

し
ま
し
ょ
う
。

②
特
定
健
診
や
が
ん
検
診
は
毎
年
受
診

健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、

健
診
な
ど
を
毎
年
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

病
気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
や
重

症
化
予
防
に
役
立
ち
ま
す
。
皆
さ
ん

の
健
康
維
持
が
、
制
度
の
安
定
に
は

最
も
重
要
で
す
。

国保税率改正の概要

税額計算の基礎となるもの 改正前 改正後 改正内容

医療 
給付費分

所得割 6.1％ 8.0％
1.9％

引き上げ

被保険者均等割
加入者一人当たり

1万9,200円
加入者一人当たり

2万5,200円
6,000円
引き上げ

世帯別平等割
一世帯当たり
2万1,600円

一世帯当たり
2万8,800円

7,200円
引き上げ

課税限度額 一世帯当たり　51万円

据え置き

後期高齢者
支援金分

所得割 ２.0％

被保険者均等割 加入者一人当たり　7,200円

課税限度額 一世帯当たり　14万円

介護 
納付金分

所得割 1.86％

被保険者均等割 加入者一人当たり　1万2,960円

課税限度額 一世帯当たり　12万円

市が負担する医療費など
（医療給付費＋後期高齢者支援金＋介護納付金）

国保税収入 国や県などからの
補助金など 不足分

・基金の取り崩し
・一般会計からの繰り入れなど

※平成24年度は見込み。

医療給付費と国保税収入の推移
（億円）
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問い合わせは　政策推進課　☎027―898―6513

４月９日、本市と吉岡町で構成する前橋地域新
ナンバー導入推進協議会を前橋市役所で開催しま
した。この協議会に山本市長や石関吉岡町長など
関係者が出席。来年に、前橋ナンバーの導入を目
指し、国へ申請していくことで意見が一致しまし
た。両市町は、前橋ナンバーを導入することで、
連携して地域経済や観光のより一層の振興・活性
化に取り組み、それぞれの発展を目指していきます。

また、現在前橋ナンバー導入に関するアンケー
トを実施中です。対象となった人は、ご協力をお
願いします。

■原付自転車（125cc以下のバイク）、小型特
殊自動車
◦譲渡などで本人以外が使用

市役所市民税課か各支所で名義変更を行ってく
ださい。新旧所有者の記名・押印、車台番号が分
かる物が必要です。
◦本市以外で使用（譲渡を含む）

本市にナンバープレートを返還し、転出先で新
しいナンバープレートを取得してください。
◦使用しない（廃車）

市役所市民税課か各支所で廃車の手続きをして
ください。ナンバープレートと印鑑が必要です。

■軽二輪・二輪の小型自動車・軽四輪の登録変
更・廃車
種別・手続き先＝〈軽二輪（125cc超250cc以下）〉 
自動車整備振興会☎027―261―0221〈二輪小型自動
車（250cc超）〉群馬運輸支局☎050―5540―2021

〈軽四輪〉軽自動車検査協会☎027―261―4621
■軽自動車税の減免

障害者が所有する軽自動車などを、本人や家族
が障害者の移動のために使用するときは、申請す
ると軽自動車税が減免されることがあります。
申し込み＝５月31日㈮までに市役所市民税課か
各支所へ直接。納付前に手続きをしてください
■自動車税の納付

自動車税は５月31日㈮までに納付してください。
コンビニでも納付できます。

本市と吉岡町は、来年に、前橋ナンバーを導入すること
を目指しています。

問い合わせは
軽自動車税については
� 市民税課　☎027―898―5842
自動車税については
� 中部県税事務所　☎027―234―1800軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税

されます。５月中旬に所有者へ納税通知書を
発送します。記載事項などに変更があるときは、
次の手続きをしてください。
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表

国保の財政支援の状況


